
感染警戒地域の見直しについて

見直し（案）
※人口10万人当たりの直近1週間の新規感染者数

政府の分科会において感染状況の判断基準が示されたこと、全国の感染状況が大幅
に変化してきていること、新しい生活様式が定着してきていることなどの実態を踏まえ、今
回、新たに「厳重感染警戒地域」の区分を設けるとともに、基準数値の見直しを行う。

区 分 基準※ 摘 要

現
行

感染警戒地域 0.2〜1.0人 0.2は、県版新型コロナ警報発令基準の注意報レベル

重要感染警戒地域 1.0〜2.5人 1.0は、県版新型コロナ警報発令基準の警報レベル

特別感染警戒地域 2.5人〜 2.5は、政府の専門家会議において都道府県による社会への協力要請（外
出自粛要請等）を行うべき基準として示唆された数値

改
正
（
（案
）

感染警戒地域 1.0〜2.5人 1.0は、県版新型コロナ警報発令基準の警報レベル

重要感染警戒地域 2.5〜5.0人 2.5は厳重感染警戒地域7.5の１／３レベル

特別感染警戒地域 5.0〜7.5人 5.0は厳重感染警戒地域7.5の２／３レベル

厳重感染警戒地域 7.5人〜 7.5は政府の感染症対策分科会提言において、ステージⅢの判断目安である
15.0人の１／２レベル


